
藤沢市マンション管理計画認定支援事業補助金交付要綱 

 

制定 ２０２４年（令和６年）６月１０日 

        

 

 （趣旨） 

第１条 管理計画の認定促進及び認定制度の普及啓発を図り、マンションの管理水

準の向上及び管理適正化を推進するため、管理計画の認定申請を行う管理組合に

対し、藤沢市補助金交付規則（昭和３５年藤沢市規則第１１号）及びこの要綱に

基づき、予算の範囲内において、藤沢市マンション管理計画認定支援事業補助金

（以下「補助金」という。）を交付する。 

 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

(1) マンション マンションの管理の適正化の推進に関する法律（平成１２年法律

第１４９号。以下「マンション管理適正化法」という。）第２条第１号に掲げるマ

ンションをいう。 

(2) 管理組合 マンション管理適正化法第２条第３号に規定する管理組合をいう。 

(3) 管理計画 マンション管理適正化法第５条の３第１項に規定するマンションの

管理に関する計画をいう。 

 

 （補助対象の要件） 

第３条 補助対象者の要件は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとす

る。 

(1) 次に掲げるマンションに係る管理組合であること。 

ア 藤沢市内に所在すること。 

イ 管理計画の認定の取得について、区分所有法第３９条第１項に規定する決議

（以下「集会の決議」という。）又は同法第３０条第１項の規定により定めら

れた規約において理事会等で決議することとされている場合は当該理事会等

の決議（以下「理事会等の決議」という。）を経ていること。 

ウ 過去に管理計画の認定を取得していないものであること。 

(2) 市税に係る徴収金（市税及び延滞金等）の滞納がないこと。 

 

 （補助対象経費及び補助金の額） 

第４条 補助金の額は、次に掲げる経費（以下「補助対象経費」という。）の合計額

（消費税及び地方消費税の額を含む。）に２分の１を乗じ、千円未満を切り捨てた

額とし、５万５千円を上限とする。 

(1) 管理計画の認定申請書類の作成に係る経費 



(2) 管理計画の認定基準を満たすための管理規約等の修正に係る経費 

(3) 公益財団法人マンション管理センターの管理計画認定手続支援サービスのシス

テム使用料 

(4) 管理計画の認定申請書類の事前確認審査に係る経費 

 

 （交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとするもの（以下「申請者」という。）は、交付申請

書兼同意書（第１号様式）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければなら

ない。 

(1) 管理組合役員名簿（第２号様式） 

(2) 役員を確認できる書類（理事等を選任することを決議した集会の議事録の写し

等） 

(3) 補助対象経費内訳書（第３号様式） 

(4) 補助対象経費を確認できる書類（見積書の写し等） 

(5) 第３条第１号イに規定する決議を経たことが確認できる議事録の写し 

(6) 委任状（代理者が申請を行う場合に限る。） 

(7) その他市長が必要と認める書類 

 

 （補助金の交付決定等） 

第６条 市長は、前条の規定による交付申請があったときは、当該申請に係る内容を

審査し、交付又は不交付を決定するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により、交付を決定したときは交付決定通知書（第４号様式）

により、不交付を決定したときは不交付決定通知書（第５号様式）により、申請者

へ通知するものとする。  

３ 市長は、補助金の交付決定にあたり、補助金の交付の目的を達成するために必要

と認める条件を付すことができる。 

４ 第２項の規定による補助金の交付決定の通知を受けたもの（以下「交付決定者」

という。）は、補助金の交付決定の通知を受けた事業（以下「補助事業」という。）

について、交付決定日以降に着手しなければならない。  

 

 （補助対象事業の変更） 

第７条 交付決定者は、交付申請額又は第５条第４号の補助対象経費内訳書の内容を

変更しようとするときは、第５条の各号に掲げる書類のうち変更に係る書類を添え

て速やかに交付変更申請書（第６号様式）を市長に提出し、承認を受けなければな

らない。 

２ 交付決定者は、申請に係る内容で前項に定めるもの以外のものを変更する場合は、

速やかに軽微変更届出書（第７号様式）に変更に係る書類を添えて市長に届け出な

ければならない。 

 



 （補助対象事業の変更の承認） 

第８条 市長は、前条第１項の規定に基づき補助金交付変更申請書が提出されたとき

は、内容を審査してその適否を決定し、交付変更承認等決定通知書（第８号様式）

により、交付決定者に通知するものとする。 

 

（補助事業の遂行等） 

第９条 交付決定者は、補助金の交付決定の内容に従い、適切に補助事業を行わなけ

ればならない。  

２ 交付決定者は、第１２条に規定する事業完了届出書の提出に当たっては、あらか

じめマンション管理適正化法第５条の４に規定する管理計画の認定を取得しなけ

ればならない。 

 

 （補助事業の中止等） 

第１０条 申請者は、第６条第１項の規定による交付決定を受ける前に交付申請を取

り下げようとするときは、速やかに交付申請取下届出書（第９号様式）により市長

に届け出なければならない。 

２ 交付決定者は、補助事業を中止する必要が生じた場合は、速やかに事業取止届出

書（第１０号様式）により市長に届け出なければならない。 

 

 （決定の取消し） 

第１１条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交

付決定を取り消すことができる。 

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき 

(2) 補助金の交付決定の内容に違反したとき 

(3) 藤沢市補助金交付規則及び本要綱の規定に違反したとき 

２ 市長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、事業取消通知書（第１

１号様式）により、交付決定者に対し通知するものとする。 

 

（補助金の請求等） 

第１２条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、市長が定める期間内に、事業

完了届出書（第１２号様式）及び請求書に次に掲げる書類を添えて、市長に補助金

の交付を請求するものとする。 

(1) 補助事業に係る契約書等の写し 

(2) 補助対象経費内訳書（様式第３号） 

(3) 補助対象経費の支払いを確認できる書類（領収書の写し等） 

(4) その他市長が必要と認める書類  

 

 （補助金の返還） 

第１３条 市長は、第１１条第１項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合



において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるこ

とができる。 

２ 市長は、交付決定者が補助金の交付後１０年以内に補助対象のマンションを除却

した場合は、期限を定めてその返還を命じることができる。 

３ 市長は、前２項の規定に基づき補助金の返還を求めるときは、返還命令通知書（第

１３号様式）によるものとする。 

 

 （委任） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和６年６月１０日から施行する。 

 （検討） 

２ 市長は、令和９年３月３１日までにこの要綱の施行状況について検討を加え、そ

の結果について必要な措置を講ずるものとする。 

 

  附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 


